
  

 1 / 8 

アジア経済研究所開発スクール（イデアス） 

研修プログラム（オンライン講座）受講規約 

第 1 章 総則 

  第 1 条 本規約の範囲 

本規約は、独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所（以下、「研究所」という。）

がインターネットを利用したオンライン講座「アジア経済研究所開発スクール（イデアス）研

修プログラム」（以下、「本サービス」という。）を利用契約者（以下、「受講者」という。）に提

供する際に適用する。 
なお、「受講者」とはアジア、アフリカ、その他の地域より選定された行政官である海外招聘

研修生、及び公募研修生を指す。 

第 2 条 サービス 

本サービスは、受講者に対し、インターネットを通じたオンライン講座を提供する。 

第 3 条 受講者 

研究所の指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、研究所に本サービスを利用するこ

とを申請し、研究所が承諾した者を受講者とする。研究所の承諾とは、第 9 条に定める諸

手続き・作業の完了をいう。 
なお、研究所が受講を取り消した受講者については再受講を認めないことがある。 

第 4 条 サービス提供の場所 

本サービスは研究所が提供するクラウドサービス上及び研究所が指定するメールアドレス

からのメール送付により提供される。 

第 5 条 受講申し込みの不承諾及び承諾の取り消し 

以下のいずれかに該当する場合、受講申し込みを承諾しないこと、又は承諾を取り消すこ

とがある。 
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１．受講者が本規約に違反した場合。 

２．受講申し込みの際の申告事項に虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。 

３．研究所からの請求後、研究所が定める支払い期日までに受講料の支払いがないと

き（海外招聘研修生を除く）。 

４．そのほか研究所が受講契約を結ぶことを不適当と判断した場合。 

第 6 条 変更の届け出 

受講者は、研究所への届け出事項に変更があった場合には速やかに変更の届け出を行う。 

第 7 条 設備その他 

本サービスの利用に必要な通信回線、通信機器、コンピュータ、ソフトウェアなどは全て受

講者の負担において準備する。 

第 2 章 申し込みと契約 

第 8 条 申し込み日 

本サービスを利用しようとするものが、メールで、サービスを利用するための申し込みの手

続きをした日を申し込み日とする。 

第 9 条 契約の成立日 

本サービスの申し込み後、研究所が受講者を選定し、受講者のサービス利用の意思が確

認され（補足※1）、研究所がそれを承諾し、受講に必要な諸手続き・作業の完了をもって受

講契約の成立日とする。 

第 10 条 サービスの開始日時 

受講契約の成立日以降、研究所の指定する日時より本サービスの提供を開始する。 

第 11 条 修了証の発行 
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受講者は研究所がコースごとに定めた履修科目を全て履修するものとし、研究所が定めた

基準を満たした場合には、受講者に修了証（Certificate）を発行する。 

第 12 条 研修期間 

研修期間は、コース・科目ごとに設定されており、研修期間終了を以って受講契約は終了

する。ただし、第 22 条、第 23 条は研修期間を過ぎた後も有効とする。 
なお、原則として、研修期間の延長は行わない。 

第 13 条 受講の中止 

受講契約成立日以降、受講契約終了前に、受講者が本サービスの利用中止を希望する場

合は、中止を希望する日の 3 日前までに、本サービス利用中止希望の旨を、研究所が指

定するメールアドレス宛てに連絡することとする。受講中止の場合、既に支払われた受講

料の返金は一切行わない。 

第 14 条 サービス提供の休廃止 

研究所は、契約期間中であっても、予告した上で本サービスの提供を休廃止することがで

きる。休廃止についてはメール又は研究所ウェブサイト上で発表するものとする。休廃止に

起因又は関連して、受講者が不利益を被る事態が生じたとしても、研究所は一切の責任を

負わない。 

第 15 条 付属サービス 

本サービスにおいて研究所が受講者に提供した情報及び助言の正確性の確認、採否は受

講者の責任と判断によるものとする。受講者に提供した情報及び助言の利用に起因又は

関連して、受講者が不利益を被る事態が生じたとしても、研究所は一切の責任を負わない。 

第 3 章 受講料 （公募研修生のみ） 

第 16 条 受講料の支払い方法 

受講料の支払いは、研究所が別途に定めたもののうち、受講者ごとに研究所が承認した一

つの方法によるものとする。 
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第 17 条 受講料の払い戻し 

原則として、一度支払われた受講料の返金は一切行わない。第１４条に該当する場合も同

様とする。 

第 18 条 受講料の変更 

研究所は、都合により受講料の変更・改定を行うことができる。受講料の変更はウェブサイ

ト上にて告知するものとする。受講料変更時点で、既に登録されている受講者に対しては、

その時点で残存している研修期間中は改定前の料金を適用するものとする。この場合、追

加料金の請求及び差額返還は一切行わない。 

第 4 章 アカウント 

第 19 条 アカウント等の管理責任 

研究所が発行した受講者アカウントやパスワードは受講者の責任において管理する。研究

所は受講者がこれらを消失又は第三者に使用されたことによって受講者が被る損害につ

いて一切責任を負わない。 
また、研究所が発行した受講者アカウントとパスワードを第三者と共有することや、第三者

への貸与、譲渡、開示は一切禁止する。受講者は、これらを第三者に流用されることのな

いように各受講者が責任を持ってこれを管理する。 
なお、受講者アカウントの利用状況について、研究所は適宜モニター及びチェックをする権

限を有するものとする。 

第 5 章 サービスの提供条件 

第 20 条 講義内容の録音・録画 

研究所は、本サービスの品質向上及び欠席者への後日配信のため、ライブ講義の内容の

全部又は一部を録音、録画し、後日受講者向けに配信することができる。 

第 21 条 推奨する稼働環境 

受講者が使用するＰＣ等の端末環境、インターネット回線及びアプリケーションの状況が、
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研究所の指定するアプリケーション（以下、「指定アプリケーション」という。）の設定を含む、

以下の環境（以下「設定環境」）を満たしていること。 
 
＜設定環境＞ 
（１）指定アプリケーション「Zoom」（変更可能性あり）のインストール 
※詳細は、以下の Zoom のウェブサイトをご覧ください。 

https://zoom.us/ 
（２）マイク、スピーカーの設定 
※本サービスにおいて、設定環境が満たされない場合には、映像又は音声が途切れ、又

は停止する等、正常に本サービスを継続できないことがある。なお、研究所は、設定環境に

ついての技術的な問い合わせには回答しない。 

第 22 条 著作権 

（１）本サービスにより提供された情報及び資料は、受講者限りで使用するものとし、当該情

報等を第三者に提供してはならない。 
 
（２）本サービスについて、講義に関する映像、画像、テキスト、音声若しくは関連資料等の

コンテンツの全部又は一部（以下、「本コンテンツ」という。）に関する著作権は、研究所に帰

属する。ただし、受講者及び第三者が既に保有する著作権はこの限りではない。 

第 23 条 情報の二次利用 

（１）研究所の書面又は電磁的方法による承諾を得ずに、本コンテンツの複製（録画、録音

のほか、静止画でのキャプチャ取得等を含むが、これに限らない。以下同じ。）、上映、公衆

送信（送信可能化を含むがこれに限らない。以下同じ。）、展示、頒布、譲渡、貸与、翻案、

翻訳、二次的利用等をしてはならない。万一、これに違反した場合には、直ちに本サービス

の全部又は一部の提供を中止する。 
 
（２）本コンテンツを、研究所の承諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、

貸与、翻案、翻訳、二次的利用等することは、著作権を侵害する行為であり、その利用者

は、刑事責任を問われる可能性がある。また、これらの行為は、本コンテンツ提供者のプラ

イバシー権、肖像権等を侵害する行為である。 

第 24 条 個人情報の取扱い 

（１）研究所は、受講者及び受講者の代理人より受講申し込みにあたって提供された個人
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情報を、独立行政法人日本貿易振興機構（以下、「ジェトロ」という。）が定める個人情報保

護方針（補足※2）に沿って、研修受講に関わる諸連絡、ネットワーキング、フォローアップ、

ジェトロや研究所が主催するイベントや関連情報の送付のために利用する。 

（２）研究所は、本サービス提供のため個人情報の取扱いを外部に委託することがある。こ

の場合、当該業務委託先に対し契約による守秘義務を課すなど適切な管理を実施する。 

（３）研究所は、法に定める場合及び受講者の同意を得ている場合を除き、受講者の個人

情報を第三者に提供しない。 

（４）研究所は広報媒体（ウェブ含む）に、受講者の所属、役職、国籍、講義風景の映像等を

使用、掲載することがある。 

第 25 条 規約の変更、効力 

本規約は、当事者間の完全な合意であり、以前の合意や通信内容に代わるものとする。研

究所はサービス変更のため事前の通告なしに、いつでも本規約を変更できる。本規約を変

更した場合は、変更内容をメール及びウェブサイト、クラウド上で受講者に案内し、変更案

内後受講者が初めてサービスを利用した時点で変更後の規約に同意したものとする。 
本規約のある条項が無効あるいは強制力がないと判断された場合においても、他の条項

はその完全な効力を維持する。本規約上の受講者の義務は、本サービス、あるいは、本規

約の終了によっても、消滅せず、継続する。 

第 26 条 本規約に定めのない事項 

本規約に定めのない事項は、必要に応じてその都度、研究所と受講者が協議の上、決定

するものとする。 

第 6 章 免責事項及び損害賠償 

第 27 条 免責事項 

（１）本サービスにて提供される情報については、正確性、完全性、目的適合性、最新性を

保証しない。当該情報の採否は、受講者自身の判断、責任において行うこと。本サービス

での提供情報に関連して、受講者が不利益等を被る事態が生じたとしても、研究所は受講

者に対し一切の責任を負わないものとする。 
 
（２）本サービスにおいては、指定アプリケーション等の作動安定性を保証するものではなく、



  

 7 / 8 

指定アプリケーション等の障害、通信状況、受講者の設定環境、その他の事由により、そ

の提供が不能となり、中断し、若しくは、完全な映像又は音声を提供できなくなり、又はＰＣ

等の端末や関連アプリケーションに故障、不具合を生じる可能性がある。これに起因又は

関連し、受講者が不利益等を被る事態が生じたとしても、研究所は受講者に対し一切の責

任を負わないものとする。 
 
（３）研究所は、以下の各号に該当する場合、本サービスの提供日時、内容を変更し、又は、

提供を予告なく中止することがある。これに起因又は関連し、受講者が不利益等を被る事

態が生じたとしても、研究所は受講者に対し一切の責任を負わないものとする。 
１. 天災、火災、停電、テロリズム、戦争、政情不安、入国制限、感染症、労働紛争、

その他の不可抗力事由が生じたとき。 
２. 前項に定めるシステム等の保守、点検整備、及び不具合が生じ又は生じるおそれ

があるとき。 
３. 利用条件から外れるなど、受講者の状況が変化したとき。 
４. 受講者が反社会的勢力に実質的に関与することが判明した場合。 
５. 受講者が、国内外の法令に反する行為、法令に反する行為ではないが著しく不正

な行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき、又はその疑いが生じたとき。 
６. 前各号に定めるほか、研究所が相当と判断したとき。 

 
（４）研究所は、指定アプリケーション等のシステム及びインターネット回線等がコンピュータ

ウイルス感染、不正アクセス及びクラッキング等（以下、「システム侵害等」という。）の被害

を受けないように、ジェトロの個人情報保護規程に定めるセキュリティ基準を遵守の上、適

切な予防措置を講じるように努める。 
 
（５）前項の規定にかかわらず、システム侵害等が発生し、個人情報その他の情報が漏洩

した場合であっても、研究所は、前項における義務を超えて、受講者に対し一切の責任を

負わないものとする。 
 
（６）前各項に定めるほか、研究所は、本サービスの申請から本サービスを実施する過程で、

受講者に如何なる損害が発生したとしても、受講者に対し一切の責任を負わないものとす

る。 

第 28 条 損害賠償 

研究所は、本サービスの提供、提供の中断、提供中の事故などによって、直接又は間接的

に生じた受講者又はそれ以外の第三者の損害については、その内容、方法の如何にかか

わらず賠償の責任を一切負わない。また、受講者は本サービスに起因又は関連する第三

者との損害賠償請求などの訴訟に研究所を引き込まないことに同意するものとする。受講



  

 8 / 8 

者が本規約に反した行為、又は不正若しくは違法な行為によって研究所に損害を与えた場

合、当該受講者は研究所に対しその被った一切の損害を賠償する責を負うものとする。 

第 29 条 適用法と専属的合意管轄裁判所 

本サービスの提供についての法律関係及び派生する権利義務は、日本国の法律に準拠

する。また、本サービスの提供についての法律関係及び派生する権利義務については、研

究所の所在地を管轄する裁判所を、研究所と受講者の専属的合意管轄裁判所とする。 
 

以上 
補足 
※1：研究所の定める意思確認方法 

1. 受講者の受講料振込み（公募研修生） 

2. 受講者からのメール等による受講料払込の約束（公募研修生） 

3. 申請書類の提出（海外招聘研修生） 

※2：ジェトロが定める個人情報保護方針 https://www.jetro.go.jp/privacy 
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